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横浜市新型コロナウイルス障害福祉サービス継続支援事業等 

補助金事業の実施について（通知） 

 

 

 平素より、横浜市の障害福祉行政に御理解、御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

 また、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けて、丁寧な手洗いや定期的な換気の励行

等、対策に適切に取り組んでいただき、感謝申し上げます。 

 この度、社会福祉施設等における感染拡大防止の支援策として、「障害福祉サービス等事

業者に対するサービス継続支援事業」を実施し、いわゆる「かかり増し経費」として必要な

費用を補助します。 

各障害福祉施設や事業所のみなさまにおかれましては、内容を御確認いただき期日までに

申請書の提出をお願いいたします。 

なお、詳細につきましては障害福祉情報サービスかながわ、横浜市ウェブサイト、実施要

領及びＱＡを御確認ください。 

 

１ 補助事業概要 

新型コロナウイルス感染症による影響が広がる中、障害福祉サービス等事業者が障  

害福祉サービス等の継続に要する経費に対し補助金を交付することにより、障害福祉サー

ビス等事業の継続に必要な支援を行います。 

 

２ 補助対象経費 

  令和２年１月 15 日から申請日時点において各障害福祉施設や事業所が必要な障害福祉

サービスを継続して提供するためにかかった経費(新型コロナウイルスの準備対応が無け

れば発生しなかった経費) 

  ※対象となる経費の例(詳細は実施要領を参照) 

  ・マスク、消毒用エタノール等の物品購入費用  

・施設の清掃消毒費用(委託含む) 

・人員確保のための人件費(割増しの賃金手当、職業紹介料含む)  

・送迎費用、訪問サービス実施のための車両リース費用 

 

  注意  

下記の補助事業等で申請(購入)された経費は、本補助事業の対象外です。 

・横浜市社会福祉施設等による新型コロナウイルス感染防止対策に係る備品購入等 

補助金 (※令和２年３月 24日こ障福第 3670 号通知、健障支第 4460号通知) 



  ・神奈川県「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業」 

・横浜市新型コロナウイルス介護サービス継続支援事業補助金 

  （※令和２年７月７日 健高施第 835号通知）  

・その他、各補助金と重複する経費 

 

３ 対象となる事業所(詳細は実施要領を参照) 

下記事業のうち①～⑤に該当する事業所 

・児童福祉法に規定する障害児入所施設、障害児通所支援事業所及び障害児相談支援 

 事業所 

【サービス継続支援事業】 

①本市から休業要請を受けた施設等  

②利用者又は職員に感染者が発生した施設等 

③濃厚接触者に対応した施設等 

④(①～③以外の事業所で)居宅への訪問や電話連絡等により 

できる限りのサービスを提供した施設等(※訪問系サービスを除く) 

【連携支援事業】 

⑤利用者の受入れや職員が不足した場合に応援職員の派遣を行った施設等 

 

４ 申請期限 

申請書提出〆切 
横浜市からの交付決定予定 

※交付決定後は速やかに請求書の提出をお願いします。 

一次〆切 ：12 月 28 日(月) ※必着 １月中旬 

二次〆切 ：１月 22 日(金) ※必着 ２月上旬 

最終〆切 ：２月 19 日(金) ※消印有効 ３月上旬 

 

５ 提出先及び問い合わせ先 

  住 所：〒２３１－０００５ 

      横浜市中区本町６丁目 50番地の 10 15Ｆ 

横浜市健康福祉局障害福祉保健部  

新型コロナウイルス障害福祉サービス継続支援事業等補助金担当 宛 

(※送付の際は、封筒に『補助金交付申請書在中』とお書き添えください。) 

  電 話：045-671-4899  

受付時間 月曜日から金曜日の 9:00～17:00 

（※祝日・休日・12月 29日から 1 月 3日を除く。受付時間外のお問い合わせ 

はＦＡＸまたはＥメールにてお願いします。) 

ＦＡＸ：045-671-3566 

Ｅメール：kf-keizokushien@city.yokohama.jp 

   

 

 

 

mailto:kf-keizokushien@city.yokohama.jp


６ 送付物 

（１）横浜市新型コロナウイルス障害福祉サービス継続支援事業等補助金交付要綱 

（２）申請様式一式 

※横浜市ウェブサイトでも各資料が掲載されています。 

URL:https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/ 

oyakokenko/shogaihoken/syogai_hojokin.html 

 

 

 

 

【担当課】 

横浜市こども青少年局障害児福祉保健課 

 

【申請手続窓口】 

横浜市新型コロナウイルス障害福祉サービス 

継続支援事業等補助金 担当（健康福祉局内） 

 

電 話：（12月 21日～専用回線）045-671-4899 

受付時間 9:00～17:00 

（※祝日・休日・12月 29日から 1月 3日を除く。 

受付時間外のお問い合わせはＦＡＸまたはＥメールに 

てお願いします。) 

ＦＡＸ：045-671-3566 

Ｅメール：kf-keizokushien@city.yokohama.jp 
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